
ノウハウ等の営業秘密は、不正競争防止法により保護されていますが、そのためには
(1) 秘密として管理されていること　(2) 有用な情報であること　(3) 公然と知られていない
こと、の３つの要件を満たすことが求められています。このうち、秘密として管理されてい
るか否かについては、いくつかの判例が出されており、その分析をもとにして、経済産業
省から営業秘密管理チェックシートが公表されています。法律上の保護を受けるためには，
これを活用すること等により適切な管理をしておく必要があります。
自社の有する技術や情報について、秘密としての管理が不適切だった場合、重要な技術が
他に流出したり、技術者の退職により失われたりする危険性もあります。秘密は一度公に
なってしまうと元の秘密には戻せません。しかし、秘密として管理されている間は、自社の
事業戦略が他社に明らかとならず、期間制限なく他社との差別化を図ることができるとい
うメリットがあります。自社の技術について、営業秘密としてではなく、特許等の知的財
産権を取得して管理する方法もあります。この方法によると，排他的独占権を取得でき、
秘密管理の必要性がないというメリットがある一方、公開がなされることにより他社に模倣
されたり、周辺特許を取得されたりする可能性があり、また存続期間の定めもあります。
それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、適切な知財戦略を立てることが重要で
す。そのためにも自社が有する技術や情報の内容と価値を把握しておくことが大切です。

※営業秘密・知財戦略等についてのご相談は、お近くの知財総合支援窓口へ

特許出願せず，ノウハウとして製品の効率的な製造方法を工夫していたが，技術者が会社を辞めた後で，その技術の資料が全く残っ
ていなかった。さらに技術者は，その技術を他社に教えて大金を得ていたことが判明し，会社は大損害を被ってしまった。その技術
者に抗議し，賠償を求めるとともに，あらためて資料の引き渡しを求めたところ，資料は会社にいるときから，ずっと自分のノートパ
ソコンに入れており，会社に提出するようにとか，秘密にするようにとか指示は受けていなかったし，技術を売ったときに売り先との
間で他には教えないと約束したから，教えられないと拒否されてしまった。

講師用テキスト63
新しいロボットの製造。他社には真似されるお
それがないため、特許出願ではなくノウハウ管
理することにしていた。が、ある日工場長が…！

この動画のおさらい

自社のノウハウと思い込
んでいる時の落とし穴

山本英雄
弁護士

加藤・山本法律事務所
昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律
事務所に所属。企業の監査役のほか、
特許に関する講演やセミナーなど、知的
財産に関し法的観点からの支援を行う。

ノウハ ウ 等 の 営 業 秘 密 を 管 理 す る 重 要 性 を 理 解



1.営業秘密と考えられるものには，どのようなものがあるでしょうか？

2.その秘密が社外に流出したり，競合他社に知られるとどんなことが起こってしまいますか？

3. 秘密を守っていくために，どのようなルールを設けていけばよいでしょうか？

スタディーケースについて
以下の設問について考察しましょう。

M E M O

考察

→その当該企業が秘密として管理し、公然と知られていない、独自の生産の方法や販売方法など技術上や営業上の情報
→製造方法、設計図面、実験データ、顧客情報

→競合他社に模倣されてしまい、ビジネス上での優位性の消失となる。
→他社がその秘密を利用して、似た製品や改良製品を製造し、販売してしまう。
→「他社に盗まれた」という評判が業界やユーザーに知れ渡り、ブランドイメージが棄損する。

→秘密（秘密情報の入ったPCなど）にアクセスできる人を限定する。
→セキュリティの高い共有サーバにデータを保存し、個人のパソコンには保存しない。
→就業規則や雇用契約に秘密保持に関する規定を明記し、秘密保持契約を締結し、定期的に社員教育を実施する。
→秘密情報に関する規定を設定し、秘密として管理し、定期的な勉強会を開催する。
→退職時に秘密保持契約を締結する。
→製品の加工工程がわかる工程サンプルは完全に粉砕してから処分する。
→製品の加工工程がわかる設計図面や工程サンプルは開示しない。
→顧客から受け取った図面や情報は取り扱い規定を定め管理し、社員教育を定期的に実施する。



特許出願せず，ノウハウとして製品の効率的な製造方法を工夫していたが，技術者が会社を辞めた後で，その技術の資料が全く残っ
ていなかった。さらに技術者は，その技術を他社に教えて大金を得ていたことが判明し，会社は大損害を被ってしまった。その技術
者に抗議し，賠償を求めるとともに，あらためて資料の引き渡しを求めたところ，資料は会社にいるときから，ずっと自分のノートパ
ソコンに入れており，会社に提出するようにとか，秘密にするようにとか指示は受けていなかったし，技術を売ったときに売り先との
間で他には教えないと約束したから，教えられないと拒否されてしまった。

この動画のおさらい

受 講者用テキスト

自社のノウハウと思い込
んでいる時の落とし穴63

新しいロボットの製造。他社には真似されるお
それがないため、特許出願ではなくノウハウ管
理することにしていた。が、ある日工場長が…！

M E M O

ノウハ ウ 等 の 営 業 秘 密 を 管 理 す る 重 要 性 を 理 解



考察 スタディーケースについて
以下の設問について考察してください。

M E M O

1.営業秘密と考えられるものには，どのようなものがあるでしょうか？

2.その秘密が社外に流出したり，競合他社に知られるとどんなことが起こってしまいますか？

3.秘密を守っていくために，どのようなルールを設けていけばよいでしょうか？

（参考事例）その当該企業が秘密として管理し、公然と知られていない、独自の生産の方法や販売方法など技術上や営業上の情報

（参考事例）競合他社に模倣されてしまい、ビジネス上での優位性の消失となる。

（参考事例）秘密（秘密情報の入ったPCなど）にアクセスできる人を限定する。
　　　　　 セキュリティの高い共有サーバにデータを保存し、個人のパソコンには保存しない。


